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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月3日(2017.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定のpHにおいて正電荷を有するカチオン性活性剤と、
前記所定のpHにおいて負電荷を有するアニオン性ポリマーとを含み、
前記所定のpHにおいて、静電結合が前記活性剤と前記ポリマーとを破壊可能に結合してい
る組成物。
【請求項２】
前記カチオン性活性剤がペプチドを含む請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記ペプチドがMAPKAPキナーゼII阻害ペプチドを含む請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
前記ペプチドが配列番号１～４から選択される１以上の配列を含む請求項２に記載の組成
物。
【請求項５】
第２の活性剤を更に含む請求項１～４のいずれか１つに記載の組成物。
【請求項６】
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前記第２の活性剤が(ａ)ペプチド、ポリヌクレオチド及びそれらの組合せから選択される
か、又は(ｂ)siRNA、DNA及びそれらの組合せから選択される請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
前記アニオン性ポリマーが、(ａ)ポリ((C1-C6)アルキル-アクリル酸)、ポリ((C1-C6)アル
キル-メタクリル酸)、ポリ((C1-C6)アルキル-エタクリル酸)若しくはそれらの組合せを含
むか、(ｂ)ポリ(プロピルアクリル酸)(PPAA)を含むか、(ｃ)親水性ブロックを更に含むか
、又は(ｃ)ポリエチレングリコール(PEG)、N-(2-ヒドロキシプロピル)メタクリルアミド(
HPMA)、ポリ(N,N-ジメチルアクリルアミド)(pDMA)、ポリ(PEGメタクリレート)(pPEGMA)若
しくはそれらの組合せを含む親水性ブロックを更に含む請求項１～６のいずれか１つに記
載の組成物。
【請求項８】
前記所定のpHが6.5～８である請求項１～７のいずれか１つに記載の組成物。
【請求項９】
前記カチオン性活性剤とアニオン性ポリマーとの間の静電結合が活性化pHにおいて破壊さ
れ、任意に該活性化pHが6.5以下であり得る請求項１～８のいずれか１つに記載の組成物
。
【請求項１０】
アニオン性ポリマー：カチオン性活性剤の電荷比が10：１～１：10であり、任意に該アニ
オン性ポリマー：カチオン性活性化剤の電荷比が１：３であり得る請求項１～９のいずれ
か１つに記載の組成物。
【請求項１１】
所定のpHにおいて正電荷を有する複数のカチオン性活性剤と、
前記所定のpHにおいて負電荷を有する複数のアニオン性ポリマーとを含み、
前記所定のpHにおいて、前記複数のカチオン性活性剤及び前記複数のアニオン性ポリマー
は、該複数のアニオン性ポリマーに静電結合した該複数のカチオン性活性剤を含むポリプ
レックスを形成している請求項１～４のいずれか１つに記載の組成物。
【請求項１２】
前記ポリプレックスが50nm～500nmのサイズを有する請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれか１つに記載の組成物と、医薬的に許容される担体とを含む医薬
組成物。
【請求項１４】
請求項１～１２のいずれか１つに記載の組成物を含む血管グラフト。
【請求項１５】
血管の病的状態を治療する医薬であって、該血管の病的状態が任意に内膜過形成であり得
る医薬の製造における請求項１～１２のいずれか１つに記載の組成物の使用。
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